
対象 ＼ 時期
2016年10⽉〜
2021年3⽉現在

（従業員数501人以上の企業）

2022年10⽉〜
（従業員数101人以上の企業）

2024年10⽉〜
（従業員数51人以上の企業）

従業員数500人以下の事業主の方
パート・アルバイトの方
配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方

・週の所定労働時間が20時間以上  ・⽉額賃⾦が8.8万円以上
・2か⽉以上の雇⽤の⾒込みがある  ・学⽣ではない


